
○大臣が交渉できる土台づくりを 

明日からの閣僚級会合に向けて今日、

各国の大臣らが続々と到着する。川口順

子環境大臣も今日6日の午後に現地入り

する。しかし先週1週間の深夜に至る事

務レベル交渉でも、最終合意へ至るまで

の道のりがまだ開けてこない。大臣会合

で最終合意を得るためには、前半の交渉

でおおよその合意を取りつけ、合意でき

なかった点、大臣に解決してもらうべき

課題を絞り込み、その点においてのみ政

治的決着を図ることが必要である。ただ

でさえ忙しい大臣に、今ここで繰り広げ

られている専門的で詳細なテキストをベ

ースに交渉をしてもらおうというのは到

底無理だ。しかし、このままではそうせ

ざるをえなくなるほど、交渉が進んでい

ないところもある。COP7の最終合意をみ

るためには、今日1日の焦点の絞り込み

作業が大変重要だ。 

○日加露豪の4人組 

大臣会合までの期限が迫っていながら

も、本来粛々と進めるべき交渉が順調に

進まない要因の大部分は、ほんのわずか

な国が建設的な議論をせず、議長のテキ

ストを受け入れられない、と拒む交渉を

繰り広げているからである。それはとり

もなおさず、日加露豪の4カ国である。

この4カ国の結束による妨害姿勢は日に

日に顕著になっている。京都メカニズム

の交渉グループでは、遵守問題などに絡

んで日本が議長のテキストを受け入れら

れないという拒絶の姿勢を続けているこ

とがことさら目立っている。共同議長は、

「今は交渉の最終ステージで目の前にあ

るテキストについて交渉しているのだ、

反対意見があるなら拒絶ばかりでなく、

妥協案を出してくれ」、と融通の利かない

日本に途方に暮れており、日本に対して

「大変失望している」とさえ述べた。こ

うした日本の態度には、合意のための妥

協の姿勢がほとんど見られず、多くの国

には、頑固で傲慢な姿勢に映っている。 

最終合意を目指すとした日本の公式表

明とは全く裏腹の交渉が今、三国の支援

を受けてここマラケシュで繰り広げられ

ている。しかし、日本を支えているよう

に見えるカナダは、法的拘束力の帰結を

持った遵守制度には何ら問題ないと受け

入れていることを見落としてはならない。 

○批准報道と現地交渉のギャップ 

日本で大きく報道された「日本の批准

決定」の記事は、その真偽はともかく、

それと相反する姿勢で合意を妨げている

日本政府をマラケシュで目の当たりにし

ているNGOは、そのギャップに困惑して

いる。私たちの戸惑いを解消してもらう

ために、川口大臣には批准の決意をここ

マラケシュで示し、今の柔軟性の全くな

い交渉姿勢を改めていただきたいと強く

願う。ごり押しすれば主張が通るという

ような傲慢な交渉態度は、本当に合意を

ぶち壊してしまうかもしれない。それを

承知でそういう道を日本は敢えてとって

いのなら、それは破壊への道だ。COP7で

の合意なくして2002年発効はない、日本

はそれを肝に銘じるべきだ。 

○ 重要課題に踏み込めず 

京都メカニズムの議論の中で、割当量

の計算方法についての議論も行われてい

るが、これがかなり遅れていることが懸

念材料だ。京都議定書では、京都メカニ

ズムから得られた削減分を先進国の目標

達成に利用できるとされているため、そ

うした削減枠を国内削減に割り当てる際

のルール、記録方法などについて決めな

ければならない。議定書の根幹になる重

要な部分だ。しかし現状は、G77、アン
ブレラグループ、EUそれぞれから出さ
れた提案がようやく議長案にまとめられ、

これから交渉に入ろうという状況だ。こ

の議論にはファンジビリティーと呼ばれ

る3つのメカニズムから得られる排出
（削減）枠が交換可能かどうかという問

題や、次の約束期間へのバンキング（繰

越し）はどのようにできるのかという問

題など、重要な論点が残されており、

COP7で解決が求められている。議長は、
各国が歩み寄りを見せないことへ失意の

念を示し、5日夜各グループとそれぞれ
で話し合い、打開策を図ることとなった。

進展が気になる問題である。 

ここでの合意なくして 2002年発効はない！ －課題の絞り込み難航
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ボン合意の精神今どこに？ 
COP7が 1週間を終えるに当たり、ボ
ン合意の際に積み残された専門的な細か

い話を詰めるために締約国がここに集ま

っていることを改めて思い起こしたい。7
月のボンでの閣僚級会合では既に政治的

合意に達した。ほどなく到着する閣僚達

は、ボン合意における彼らの精神を解釈

し、緻密に努力した専門家チームの作業

にお墨付きを与えることが期待される。 
しかし、再開COP6で3日間夜を徹し
て合意に至った経緯からすると、選挙で

選ばれた閣僚や説明責任を有する高級官

僚は、ボン合意の精神を具体化する作業

が遅々として進まないことに、怒り狂わ

ないまでも、失望の色を隠せないだろう。 
その原因を追求していくと、皆の指が

指し示す先は、未だに尻込みしているア

ンブレラグループのメンバーとなる。し

かし、EUが気概を失っていることから、
解明作業は実質的に混迷を深めている。

しかもアンブレラグループは、7 月のボ
ン合意の核となる部分を明らかに破壊し

ようとしている場合すらある。 
例えば、遵守の問題をみてみよう。 
＊日本は、5条と7条の遵守行動計画（5
条・7 条の要件を一度満たせなかった場
合、今後どのようにして満たすのかを示

すよう、締約国に要求するもの）につい

て言及した箇所を削除するよう求めた。 
＊オーストラリアは、第三国が締約国の

不遵守を報告できないようにすることを

要求した。しかし実際この件はボン会議

で合意されており、遵守システムの信頼

性を保つ上でも必須のものである。 
＊ロシアは、遵守委員会が結論に達した

後まで情報を公表することやヒアリング

は一般公開しないことを要求し、情報公

開と市民参加についての全ての項目を削

除しようとしている。これもまたボン合

意に正面から対立する行為である。 
メカニズムの交渉においても同様の展

開がみられる。日本、カナダ、オースト

ラリアが、ボン合意の中核をなす遵守制

度に合意するという京都メカニズムの参

加資格要件をくつがえそうとしている。 
LULUCFの議論では、既にさんざん報
じられてきたように、ロシアはすでに大

量にせしめていたホットエアに上乗せし、

3条 4項における森林管理で得られる吸

収源の量をさらに増加するよう要求した。 
これらは単なる背徳行為ではなく、ボ

ンでの政治的合意と自国の閣僚の権限に

正面から対立する行為である。昨夜のと

ある局面では、日本政府代表団は、「いわ
．．

ゆる
．．
ボン合意」とまで言い始めた。今に

なってこうした行動をとるのは極めて奇

異なことであり、交渉の妨害者としては

毎度おなじみのOPEC諸国でさえ、これ
に賛同の意を表する必要はないと感じて

いる。こうした意見は検討などする必要

がないことは明らかで、勝手に議論させ

ておけばいい。会議場の外で笑いとばし

ておくというのがまともな反応だろう。 
それ以外の締約国に対しての CAN の
要求は以前と変わらない。つまり、課題

を片付け、閣僚のボン合意の決定を尊重

し、批准と実施に向けて進もう、という

ことである。 
締約国が、投資家に対する信頼性を確

保する最良の方法は、拘束力を有する遵

守制度を構築することである。そして遵

守メカニズムが透明性を持ち、環境保全

的な視点による勘定と報告に基づくこと、

さらに吸収源活動が気候、生物多様性、

地域社会の生活に悪影響を及ぼさないも

のであることを保証しなくてはならない。 
最後に EUに「肝に銘じてほしいメッ
セージ」を送る。EU の立場をロシアに
決めさせてはいけない。ボン合意以上の

ものを望んでいる EUの市民の声に耳を
傾けなさい。そして繰り返すが、カナダ・

ロシア・日本・オーストラリアを相手に

しないことだ。（eco 11/2） 

どこ行っちゃうの？ 市民参加 

 CANは、締約国や締約国の態度を批判
するのは特に気が進まないのだが、10月
31日（水曜日）の遵守グループの会合の
進捗状況については、この数年間いった

い何をしてきたのかと首をかしげざるを

えなかった。このセッションに出席する

にあたり、CANは、議長テキストに盛り
込まれていた履行強制部手続きにおける

透明性と市民参加のルールについては、

テキストの他の多くの部分が受けてきた

ような攻撃にさらされることはないだろ

うと、警戒しながらも楽観視していた。 
 共同議長テキスト（少なくとも元のテ

キスト）の条項では、遵守の申し立て手

続きにおいて検討される全ての情報は、

一般市民への公開が求められている。遵

守の履行強制部がヒアリングを秘密に実

施すべきだと判断した場合を除いて、公

開ヒアリングが要件だった。これらの条

項は、履行強制部に参考情報を提出する

NGOの権利とともに、議定書の遵守判定
の正統性を確実にし、議定書の遵守制度

が市民に受け入れられるために最低限必

須である。こうした権利は、（それほど幅

広くはないにしても）その他の国際的制

度の下で享受され、また求められている

権利と類似のものである。 
もちろん、透明な意思決定の旗手とは

ほど遠いロシアが、これらの条項のいく

つかを無効にしたり台無しにしたがった

りするだろうことはわかっていた。 
各締約国が意思決定において透明性を

保つよう市民が監視することは、議定書

の遵守が守られる上で最も重要な要素で

あるため、遵守の申立て手続きを受ける

当事国が、一方的に監視の権利を制限す

ることを EUが認めるはずはないと思っ
ていたが、私たちの読みは甘かった。 
 しかしブラジルが、市民が情報をどの

ように活用するかを政府が把握できない

点が問題だと主張したが、ロシアは、遵

守の申し立て手続きの間は履行強制手続

きにおける情報を開示すべきとの要請を

削除することにまんまと成功したのだ。 
 それで私たちはようやく、「一般市民の

実質的な参加」についての代表団の考え

は、持続可能な発展を前提とした合意よ

りもWTOがもつ閉鎖的文化に深く根ざ
したものだったのではないかと心配し始

めたのだった。 
今や、幅広い一般市民の実質的な参加

は、プラスにこそなれマイナスではない

ことを世界の政府が理解すべき時期だ。

持続可能な発展を前提とする条約は、完

全な透明性と一般市民の参加なしには決

してうまくいかない。各締約国がシアト

ル（WTO）とジェノバ（G8）の教訓を
肝に銘じ、条約と議定書の全てのプロセ

スに人々を密接に関与させることが人々

の支持を勝ち取る最良の手段だと悟るこ

とを、CANは祈るばかりだ。（eco 11/1） 


